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                                資料７ 

 

資料の寄贈受け入れ・保存に関する取組について 

 

 

 しょうけい館では、戦傷病者とその家族の労苦に係る歴史的資料・情報を収

集、保存、展示に取り組んでいるところであるが、「資料受入状況等に関する

調査の実施について（協力依頼）」（令和７年 11 月 19 日付厚生労働省社会・援

護局援護企画課事務連絡）に基づき、収蔵庫の状況や資料の受入状況等につい

て調査を実施した結果、開館 20年が経過し、収蔵庫の空き状況について、将来

的な資料の受入れを見据えると、今後の受入れ体制をより確実なものとするた

めの検討が必要であることが分かった。 

厚生労働省としては、「資料受入状況等に関する調査の結果について」（令和

８年１月 26日付厚生労働省社会・援護局援護企画課事務連絡）でお伝えしたと

おり、しょうけい館の趣旨に沿う資料については今後も積極的に受け入れてい

ただきたいと考えており、将来的に、収蔵庫の不足が原因で貴重な資料が受け

入れられないといった事態が生じないよう取り組んでいく必要があるため、以

下の対応を進めてまいりたい。 

 

① 収蔵庫の整理による収蔵スペースの確保 

※現状、破棄できるケースは「不可抗力による滅損・破損」といった場合

に限られるところ、その資料の背景事情が不明瞭である等の理由で使用

の見込みがない資料についても廃棄することができないかと考えている。 

② 外部収蔵庫の拡張に向けた検討 

 

【参考】関係資料 

（別添１）しょうけい館における資料受入状況等に関する調査結果 

（別添２）資料受入状況等に関する調査の結果について（令和８年１月 26日付

厚生労働省社会・援護局援護企画課事務連絡）  
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